
陶磁器等海外市場開拓支援事業（台湾・タイ王国）業務委託仕様書

１　委託事業名
　　陶磁器等海外市場開拓支援事業（台湾・タイ王国）業務委託

２　委託期間
　　契約締結の日から令和９年３月31日

３　目的
陶磁器等の伝統工芸品について、国内市場の縮小が見込まれる中、海外における展示会等を実施し、輸出に意欲的な事業者の海外進出を支援することで、事業者の海外市場における販路拡大に繋げる。
対象とする国については、本県が主に一般消費者向けとして陶磁器の販路開拓に取組んできた台湾において、陶磁器を含めた伝統工芸品の展示販売会を実施し、販路拡大を目指す。
また、本県が昨年度からレストラン関係者向けとして陶磁器の販路開拓に取組んできたタイ王国において、タイ王国のレストラン関係者の陶磁器産地への招へいを実施するとともに、陶磁器の展示会を実施することで、陶磁器の販路拡大を目指す。

４　業務内容
　(1)　台湾における展示販売会の実施
　　ア　実施時期
　　　　令和９年２月から３月の間の連続した４日間
　　イ　実施場所
台北市内で、高品質な商品への購買意欲が高い消費者及びバイヤーを多く集客できる会場
　　ウ　業務内容
　　　(ｱ)　本県の陶磁器関係事業者の選定
　　　　ａ　佐賀県内の陶磁器関係事業者で台湾への輸出に意欲的な事業者（以下「事業者」という。）を７社程度選定すること。
　　　　ｂ　選定に当たり、佐賀県内の陶磁器業界に精通し、陶磁器関係事業者への支援実績のある者を専門家として１人配置すること。
　　　　ｃ　選定の結果、(2)ウ(ｱ)及び(3)ウ(ｱ)で選定した事業者と重複する場合も可とする。
　　　(ｲ)　台湾の販売協力を目的とした出展バイヤーの選定
　　　　ａ　台湾で陶磁器の販売を行うバイヤーであって、佐賀県内の陶磁器を現に取扱っている、又は今後取扱う予定のある者を２社以上選定し、展示販売会に出展させること。
　　　　ｂ　台湾でクラフト系の商品の販売を行うバイヤーであって、以下の伝統工芸品の複数品目を現に取扱っている、又は今後取扱う予定のある者を１社以上選定し、展示販売会に出展させること。
　　　　　　（伝統工芸品）
　　　　　　　鹿島錦、佐賀錦、鍋島緞通、諸富家具・建具、西川登竹細工、浮立面、名尾手漉和紙、肥前びーどろ、弓野人形、尾崎人形及びのごみ人形
(ｳ)　会場の手配、設営、装飾
ａ　佐賀県の伝統工芸品の「本物」を伝えるのにふさわしい展示となるよう会場の手配、設営及び装飾を行うこと。
　　　　ｂ　展示販売会の運営に必要な什器・備品の手配を行い、展示終了時は什器・備品の撤去を行うこと。
(ｴ)　事前ワークショップ
ａ　事業者が輸出実務の基礎を理解し、インボイス等の書類作成及びＥＭＳやＤＨＬ等による小口出荷を自ら実施できる水準に到達することを目的とした実務講座を実施すること。なお、講座は座学に加え、書類作成等の演習を含む内容とすること。
　　　　ｂ　事業者が台湾市場への理解を深め、自ら輸出に取組む意識及び体制を醸成することを目的として、展示販売会のコンセプト、展示内容、商品構成等について、事業者が主体的に検討するワークショップを実施すること。
　　　(ｵ)　物流支援
事業者が当該展示販売会の実施に向けて商品を発送するに当たり、輸送方法、必要書類及び梱包等について助言できる体制を整備すること。
(ｶ)　展示販売会の企画・運営
ａ　繁体字の営業ツールを作成し、事業者のブランド・商品の素晴らしさが来場者に伝わるよう工夫すること。
　　　　ｂ　展示・販売に必要なスタッフや通訳を手配すること。
　　　　ｃ　(ｲ)で選定する出展バイヤーとは別に、台湾の小売店、輸入代理店及びECショップ等の有力バイヤーと１事業者１社以上の商談を設定すること。
　　ｄ　陶磁器の素晴らしさを来場者に伝えることができるイベント等を１日１回以上実施すること。
　　　(ｷ)　広報・プロモーション
　　　　事前に広報を実施し、集客に努めること。
　　　(ｸ)　市場調査、フォローアップの実施
ａ　来場者に対し、アンケートを実施するなどして、台湾のニーズを調査すること。
　　　　ｂ　調査の結果を分析し、今後の戦略案を提案すること。
　　　　ｃ　事業者に対してフィードバックを行い、今後の販路開拓につながるよう支援を行うこと。

　(2)　タイ王国のレストラン関係者の招へい
　　ア　実施時期
　　　　令和８年10月から令和９年１月までのうち１回
　　イ　実施場所
ウ(ｱ)で選定する事業者の事業所
　　ウ　業務内容
　　　(ｱ)　本県の陶磁器関係事業者の選定
　　　　ａ　佐賀県内の陶磁器関係事業者でタイ王国への輸出に意欲的な事業者（以下「事業者」という。）を５社程度選定すること。
　　　　ｂ　選定に当たり、佐賀県内の陶磁器業界に精通し、陶磁器関係事業者への支援実績のある者を専門家として１人配置すること。
　　　　ｃ　選定の結果、(1)ウ(ｱ)及び(3)ウ(ｱ)で選定した事業者と重複する場合も可とする。
　　　(ｲ)　レストラン関係者の招へい
ａ　著名なレストランのシェフやオーナー等のレストラン関係者を３社３人選定し、(ｱ)で選定した事業者の事業所において商談を設定すること。
　　　　ｂ　招へい期間中は、レストラン関係者１人に対し１人の調整役と１人の通訳者を配置すること。
　　　　ｃ　招へいに係る航空券、ホテル、食事及び車両の手配に要する費用を負担すること。
　　　　ｄ　商談に当たり、レストラン関係者複数人対１事業者やレストラン関係者１人対複数事業者にならないよう、レストラン関係者と事業者が１対１で商談できるようにすること。
　　　　ｅ　商談に当たり、事業者ごとに資料を作成すること。資料は、レストラン関係者の使用言語に合わせて作成すること。
　　　　ｆ　レストラン関係者及び事業者による懇親会の場を設定すること。
　(ｳ)　フォローアップの実施
ａ　事業者に対してフィードバックを行い、今後の販路開拓につながるよう支援を行うこと。

　(3)　タイ王国における展示会の実施
　　ア　実施時期
　　　　令和９年２月のうち１日
　　イ　実施場所
バンコク市内でレストラン関係者を多く集客できる会場
　　ウ　業務内容
　　　(ｱ)　本県の陶磁器関係事業者の選定
　　　　ａ　佐賀県内の陶磁器関係事業者でタイ王国への輸出に意欲的な事業者（以下「事業者」という。）を５社程度選定すること。
　　　　ｂ　選定に当たり、佐賀県内の陶磁器業界に精通し、陶磁器関係事業者への支援実績のある者を専門家として１人配置すること。
　　　　ｃ　選定の結果、(1)ウ(ｱ)及び(2)ウ(ｱ)で選定した事業者と重複する場合も可とする。
　　　(ｲ)　会場の手配、設営、装飾
ａ　佐賀県の伝統工芸品の「本物」を伝えるのにふさわしい展示となるよう会場の手配、設営及び装飾を行うこと。
　　　　ｂ　展示会の運営に必要な什器・備品の手配を行い、展示終了時は什器・備品の撤去を行うこと。
　(ｳ)　物流支援
事業者が当該展示会の実施に向けて商品を発送するに当たり、輸送方法、必要書類及び梱包等について助言できる体制を整備すること。
(ｴ)　展示会の企画・運営
ａ　英語及びタイ語の営業ツールを作成し、事業者のブランド・商品の素晴らしさが来場者に伝わるよう工夫すること。
　　　　ｂ　展示に必要なスタッフや通訳を手配すること。
　　　　ｃ　レストラン関係者と１事業者１社以上の商談を設定すること。このとき、レストラン関係者は、(2)ウ(ｲ)で選定した者と重複する場合も可とする。
　　　(ｵ)　広報・プロモーション
　　　　事前に広報を実施し、集客に努めること。
　　　(ｶ)　市場調査、フォローアップの実施
ａ　来場者に対し、アンケートを実施するなどして、タイ王国のニーズを調査すること。
　　　　ｂ　調査の結果を分析し、今後の戦略案を提案すること。
　　　　ｃ　事業者に対してフィードバックを行い、今後の販路開拓につながるよう支援を行うこと。

５　成果品
　　以下の資料をデータで県に提出すること。
・実績報告書
　　・４(1)ウ(ｴ)で実施するワークショップの資料
　　・バイヤーの情報、事業者へのフィードバックの内容、成約件数等
　　・当該事業で作成した制作物等

６　支払方法　
前金払・完了払

７　その他
(1)本業務に関わる県内事業者との調整においては、県内事業者の事業協力への意思や姿勢を尊重すること。
(2)本業務は、展示販売の機会を事業者に提供するものであり、当該販売による売上は出展者に帰属するものとする。
(3)本業務における全ての成果物・取得物及び著作権（著作権法第21 条から第28 条に定める全ての権利を含む）は県に帰属するものとし、制作者は本県に対して著作者人格権を行使しないものとする。（取得物については消耗品を除く。）
(4)制作物の中に第三者が著作権を持つ素材を利用する場合には、受託者が著作権者の承諾を得て、利用を行うこととする。
(5)本委託業務にて全部又は一部を再委託することは原則として認めない。ただし、本委託業務の一部について、県と受託者の協議により県が認めたときは、この限りではない。また、機密保持、知的財産権等に関して本委託業務契約にて定める受託者の責務を再委託先業者も負うよう、必要な処置を実施すること。なお、第三者に再委託する場合は、その最終的な責任を受託者が負うこと。あわせて、あらかじめ県に対して、再委託する業務の内容、再委託先、再委託先に対する管理方法を報告し、承認を得ること。
(6)個人情報の重要性を認識し、個人情報を扱う者の倫理及び良識ある判断に基づき、個人情報の管理を徹底し、個人情報の漏洩等のないように万全の注意を払わなければならない。また、個人情報の取扱いに当たっては、個人情報保護法を遵守すること。
(7)本仕様書に記載されていない事項及び記載内容に疑義が生じたときは、県と受託者協議の上、決定するものとする。なお、変更する必要が生じたときは、県と受託者協議の上、変更することができるものとする。
(8)天災等の影響で、「４　業務の内容」で予定する事業が実施困難な場合は、その実施の有無、実施内容及び実施方法等について、県と協議すること。
